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令和元年度 厚生労働科学研究費補助金（肝炎等克服政策研究事業） 
分担研究報告書（他班との連携） 

 
肝炎の病態評価指標の開発と肝炎対策への応用に関する研究班（考藤班） 

との連携 
 

研究分担者：是永 匡紹 国立研究法人国立国際医療研究センター 肝炎・免疫研究センター 
 
研究要旨：ウイルス肝炎はわが国の国民病と位置づけされ、様々対策により、未受検者
は約 77 万人に減少した一方で、約 53～120 万人が陽性と知りながら受診していないと推
測されている。平成 26年に重症化予防事業の一貫として、自治体主体で行われる肝炎ウ
イルス検診（検査）陽性者を専門医へ受診させ、受療や継続受診をされるフォローアッ
プ事業が開始、更に検査・手術時肝炎ウイルス検査を行った際には、検査結果を患者へ
告知する様に通知が出ており、電子カルテのアラートシステム等により受診勧奨が全国
に広がったが、目標とされるべき専門医への受診（紹介）率は明らかではない。この 3
年間、是永班と連携し、39 地方公共団体肝炎ウイルス陽性者の受診調査を行うことで、
①フォローアップ事業同意率が低く、陽性者への受診確認ができなくなっている自治体
が散見されること②その一方でフォローアップ事業同意＝初回精密検査費用助成の為の
同意となっており、受診確認は継続して行っていること③フォローアップ対象者が増加
した場合、いつまで継続して受診確認を行うかが課題 であることが明らかになった。
その一方で、好事例では年陽性者の 50～70%の受診確認率維持しており、各地域への努力
指標として用いられる可能性がある。 
また、拠点病院内での非専門医によって拾いあげられる肝炎ウイルス陽性者の紹介状況
を調査したところ、かかりつけ医の存在、担癌・高齢/PS 低下・救急・HCV 抗体低力価等
を除くと、紹介必要例は 15～20%と低く、拠点病院で見つかる陽性者の多くは治療対象外
であり、紹介率を指標とすることは難しいと考えられた 

A. 研究目的 
2002 年度から行われた老人保健法（現在

健康増進法）で主に国民保険加入者を対象者

として開始された市町村主体の肝炎ウイル

ス検査受検率は約 20%に留まり、2011 年の段

階で約 77 万人が未受検、更に約 53～120 万

人が陽性と知りながら受診していないと推

測されている。2014 年度に重症化予防事業

の一貫として、地方公共団体主体で行われる

肝炎ウイルス検診（検査）陽性者を専門医へ

受診させ、受療や継続受診をされるフォロー

アップ事業が開始、初回精密検査費用の無料

化、定期検査助成にて医療費を補助すること

で、肝炎ウイルス陽性者を長期間フォローア

ップするように努めているが、医療従事者の

検査助成制度の非認識、手続きの煩雑さ等で 

十分に利用されているとはいえない。また、

前述の助成制度を利用すると、自治体の肝炎

対策部署より年 1回程度、受診継続有無を確

認することになるが、その実態は明らかにさ

れていない。 

「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォロ

ーアップシステムの構築のための研究班」で

は、モデル都市で、研究班が自治体の代行で

肝炎ウイルス陽性者に対して毎年受診郵送

にて受診確認をしているが、返信率は 40%程

度であり、その方法に限界を認める。 
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一方、病院内においても非専門科医師の認

識不足、院内連携の欠如のために、肝炎ウイ

ルス検査陽性者が適切な治療に結びついて

いない現状が明らかになっており、2014 年 4

月 23 日、厚生労働省健康局 疾病対策課長

より「肝炎ウイルス検査の検査目的や検査結

果に関わらず、受検者自身が検査結果を正し

く認識できるよう医療提供者が適切な説明

を行うこと」、更に 2017 年 3 月 31 日、厚生

労働省健康局 局長より「検査を実施した医

療機関（の担当医師）は、その結果を本人に

伝え、陽性の場合には専門医療機関等に紹介

する」という通知がなされた。術前検査等で

診断される肝炎ウイルス陽性者を他科の医

師（非専門医）が、肝臓専門医へ確実に受診

させることがより一層重要となった。 

 
「効率的な肝炎ウイルス検査陽性者フォ

ローアップシステムの構築のための研究班」

では、簡便な受診勧奨方法の一つとして、電

子カルテのアラートシステムが有効である

と報告（下村泰之 他 肝臓 2015. 打田(小

林)佐和子 他 肝臓 2016）し普及に努めて

きたが、「職域等も含めた肝炎ウイルス検査

受検率向上と陽性者の効率的なフォローア

ップシステムの開発・実用化に向けた研究

班」では、アラート等の受診勧奨に反応しな

い医師（内科系以外）が存在し、その理由と

して、肝炎ウイルスに対する理解度低下が明

らかにされているが、受療・受診継続させる

目標値も設定されていない現実もある。 

本研究では、前述した研究班と連携し、地

方公共団体や拠点病院内の肝炎ウイルス陽

性者の実態調査を行うことで、目標とすべき

フォローアップ指標→受診率を呈示し、更に

問題点を抽出することを目的とする。 

 

B. 研究方法 
検討１：地方公共団体肝炎ウイルス検診 

（検査）陽性者の肝臓専門医療機関受診率 

① 先進地域（岩手・鳥取・佐賀） 
② 特定感染検査事業におけるフォロー 
アップ事業好事例 

③ 健康増進事業の現状 
④ 受診確認できない陽性者への対応 

検討 2: 院内非肝炎ウイルス陽性者数 

紹介率と非紹介要因 

 

C. 研究結果 
検討 1: 
① 先進地域（岩手・鳥取・石川・広島） 
 

 
 
上図に示すように、拠点病院・県・医師会が

連携を行い、2014年フォローアップ事業開始前

から、肝炎ウイルス陽性者を専門医へと受診さ

せることを積極的に取り組んでいる地域でも受

診確認率は全（年度毎）陽性者の 50～60％に
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留まっている。陽性者に郵送し返信を待つだ

けでは、30～40%しか返信が得られず、医師

を通じた受診確認把握や、電話での再勧奨が

必須であることが明らかになった。 

 

② 先進地域（佐賀） 

 
佐賀県は上図の様に、県が実施主体と検査

を促進しており、陽性者の個人情報や受診行

動がわかりやすい特徴がある 

 
 

上図に示す様に佐賀県では、陽性者の受診

情報を治療費助成等からも把握し、それ以外

の陽性者に受診の有無を確認している。市町

が行う健康増進事業にも県が調査を毎年行

い、また治療費助成に関して、始末に

feedback し、毎年、陽性者の 50～60%が受診

していることを明らかにしている。そこで下

記の 27 都道府県、8政令・中核市を訪問し、

事業開始以後の受診確認率を調査した 

 
 

②-1 健康増進事業陽性者の現状 

 
自主的に都道府県が受診確認調査を行っ

ている地域は 7地域の留まり、研究班によっ

て調査を開始した地域を併せても約 30％で

多くが、「市町陽性者の受診状況を把握して

いない」ことが明らかになった。 

 

②-2 健康増進事業の好事例 

 

栃木県では、肝炎対策部署 1 カ所であり

（検査治療費助成と肝炎ウイルス検診）2017

年から初回精密検査数を向上を目的に、25

市町に対して年 1回会議を行い、フォローア

ップ事業の説明を丁寧に行い、総陽性者に対

する受診確認率が 70%と向上している。千葉

県でも同様に、54 市町村とフォローアップ

事業に関するグループワークを行い、事業同
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意の有無に関わらず陽性者の受診確認を行

う様に意思統一をはかり、40％以上が医療機

関に受診していることが明らかになった。 

 
（↑ 千葉県調査票と会議風景） 

 

 （千葉県の受診確認率） 

③-1 特定感染検査事業陽性者の現状 

 特定感染検査事業における肝炎ウイルス

検査は「健康増進事業による肝炎ウイルス検

診が受検できない」ヒトが対象であるため、

受診勧奨がなく、感染予防であるため複数回

受検も可能である。更に殆どが政令市で行わ

れており、検査・結果説明・受診勧奨は委託

医療機関で行われており、そもそも地方公共

団体が受診勧奨を行っておらず、フォローア

ップ事業の開始に伴い、受診確認を始めた地

域も多かった。 

 

③-2 特定事業の好事例 

堺市、さいたま市とも検査受検時に同意を取

り、陽性把握後 3～5 か月後に、受診調査票

を送付、返信がない陽性者には電話 3回、時

間と曜日を代えて保健師が受診確認をして

いる。 

 
大阪府も問診時同意に加え、指定医療機関

に精密検査結果表あらかじめ配布し、受検→

受診→精密検査結果を一元させ、受診確認が

できない陽性者には何度も電話にかけてお

り、約 50%の受診確認を維持している。特質

すべきことは市町の健康増進事業も同様に

50%以上の受診確認率があり、堺市を加えて

好事地域と考えられた。 
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宮崎市は 2015 年から特定感染検査事業で

検査を開始。特定健診に併用するかたちで、

受診券を非受検者に配布、更に問診時同意、

大阪府同様、精密検査結果を専門医が市に郵

送する形をとり、高率に受診確認をしている

（下図）。 

 

 
 
検討 2: 院内非専門医対策の現状 

平成 30 年度の本研究班報告書で、拠点病

院内非専門医からの肝炎ウイルス陽性者の

紹介数把握は十分でないとされる（↓） 

 
そこで、是永班と連携で 2016 年～2018 年

の肝炎ウイルス陽性者紹介状況、また非紹介

要因を解析したころ、各施設の紹介率は HBV

が 30～40%、HCV が 20～30%に留まり、非紹

介要因はかかりつけ医の存在であった。 

更にその要因を解析すると、高齢、治療拒

否、担癌を含む主病名治療で紹介に到らなか

った症例を除外すると、紹介する必要があっ

たと推定する10～20%が見逃されたに過ぎず、

拠点病院で拾いあげられる陽性者の疫学が

変化していることが明らかになった。 

 
（↑ 紹介できない症例が増加） 

特に HCV 症例は年々、その力価がさがり既往

感染者が多く見つかる様になった。 

 

 
D. 考察 
検討 1: 

先進的に取り組みが行われている体制で

も陽性者の受診確認状況は50～60%に留まる。

また重症化予防事業が開始された 2014 年以

降にフォローアップ事業を開始された地域

でもその受診確認率は、同様に 50～60%であ

る。 

これらのことより、年度毎の自治体肝炎ウ

イルス陽性者の受診確認率50%を目標（努力）

指標とすることが重要である。目標値が設定

されれば、初回精密検査費助成の為に同意を

得るのではなく、フォローアップの重要なス
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テップである「専門医受診」が、クローズア

ップされることになり、受療・継続受診へと

繋がると推測される。 

更に、本事業が十分にすすまない理由には、

①県と市町が陽性者受診行動を把握してい

いないこと、②特定感染性検査事業で医師任

せ（検査医師・指定医療機関医師が事業も関

して認知度が低い）ことがあげられ、その是

正には指標以前に、要綱や基本法に強くメッ

セージを出す必要性が感じられた。 

同意が得られても、受診の有無が確認でき

ない陽性者、受診確認が出来てもその後いつ

まで、受診確認をするべきかにも明確な指標

が必要である。 下図の石川県調査によって、

再勧奨（再調査）することで、受診確認率は

向上するも、それ以降、無反能な人に勧奨し

てもその効果はうすい。 

    

 
地方公共団体肝炎対策部署は市町や健診

部署と連携を強化し、専門医受診させること

を最大の指標することが望まれる。 

詳細は省くが、非受診者の多くに、陽性者

を知りながら受検することも多く、検査・検

診勧奨を非受検者のみを対象にすると、受診

率は更に上昇すると考えられた。 

検討 2: 

院内非専門医で見つけられる肝炎ウイル

ス陽性者の紹介率は、様々なアラートシステ

ム導入後、40％未満となっている。 

その一方で、非専門医でも、電子カルテ内

に記載、HCVRNA 測定し陰性の確認、紹介元

への報告、主診断で治療適応外等がなされて

おり、紹介していなければならない対象は少

なく、アラートシステムによる教育効果が確

認される。 

また、HCVRNA 陽性者が少なくなり、真の

紹介対象者は非常に少なくなっている。 

拠点病院内では、紹介率のみを指標と    

とすることは難しく、施設毎に非専門医か    

らの紹介基準を決めること、また他科からの

陽性者数を把握していることが拠点病院の

指標となる可能性が考えられた。 
 
E. 結論 
地方公共団体肝炎ウイルス検診（検査）や

手術・検査時に行う肝炎ウイルス検査陽性者

の受診状況確認の目標指標を作成するため

に調査より、①年度毎の自治体肝炎ウイルス

陽性者の専門医受診確認率 50%にすること 

拠点病院非専門医からの肝炎ウイルス陽性

者紹介状況を調査し、非紹介要因を解析より

②紹介率を指標とすることは難しく、施設事

の紹介基準設定の有無、陽性者数把握の有無

を目標指標とすることを提案したい。 

 
F. 健康危険情報 
なし 

 
G. 研究発表（本件に関わることのみ） 
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〇是永匡紹、【ウイルス肝炎の最新動向】 

職場における肝炎ウイルス検査の運用に

当たって日本医師会雑誌  

148(11) .218. 2020  

〇是永匡紹：「慢性肝炎の治療薬〜プライマ

リ・ケア医が知っておきたい最新の肝炎ウ

イルス治療薬と陽性者へのアプローチ」  

Gノート vol.6 No.1 111-116. 2019 

〇是永匡紹 【肝癌撲滅に向けたわが国の  

取り組み-厚労省、地方自治体、拠点病院

の連携】 抗ウイルス療法の実施率向上を

目指して 厚労省研究班の取り組み 消化

器・肝臓内科 3(3) 286-294.2018 
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